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【モニタリングの全体の流れ】

内容 日程 指定管理者 府 評価委員会

日誌等 毎日 作成 （必要時確認）

業務状況表 毎週 作成・提出
(府への提出期限)
翌週木曜日

確認

月間業務報告書 毎月 作成・提出
(府への提出期限)
翌月15日

確認

管理運営会議 必要に応じて 協議 協議

上半期(4〜9⽉)
(府への提出期限)

10月15日

下半期(10〜3⽉)
(府への提出期限)

4月15日

※指定管理者指定1
年⽬は四半期毎 (府への提出期限)

7月・10月・1月・4月の各
15日

6月または7月

11月または12月

入居者アンケート
原則年１回
(９月から１０月)

実施 実施

事業計画書 ２月 作成・提出
(府への提出期限)

2月末日

確認・協議

事業報告書 年度終了後３０⽇以内 作成・提出
(府への提出期限)
年度終了後30日以内

確認

緊急時報告 緊急時・随時 対応・報告 対応

実地検査 緊急時・随時 対応 検査

業務評価票等 自己評価・提出 確認・評価

評価委員会の開催 調査審議・評価・提言
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モニタリングの年間スケジュール
府への提出期限 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

日誌等の作成(毎日)

業務状況表の作成・提出(毎週) 翌週木曜日

月間業務報告書の作成・提出 翌月15日

業務評価票等の作成・提出 10月及び4月の15日 ★指定管理者一年目のみ ★ ★指定管理者一年目のみ ★

入居者アンケートの実施
原則年１回
(9月から１０月)

事業計画書の作成・提出 2月末日 ★(末日)

事業報告書の作成・提出 年度終了後30日以内 ★(末日)

業務報告書の確認

月間業務報告書の確認

業務評価票等の確認・評価 ★指定管理者一年目のみ ★ ★指定管理者一年目のみ ★

事業計画書の確認・協議 ★

事業報告書の確認 ★

入居者アンケートの実施

実地検査 ★ ★ ★

指定管理者
評価委員会

委員会の開催

★（中旬） ★（下旬）

注：指定管理初年度
のみ４半期毎の報告

注：指定管理初年度
のみ4/15報告期限

大阪府

指定管理者

(必要に応じて)

(年度下半期及び年間評価)(年度上半期評価)

-
2
-
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Ⅰ モニタリングとは 
モニタリングとは、指定管理者が実施する業務内容について、業務仕様書等（※）に従い、適切かつ

確実に業務が⾏なわれているか確認し、必要に応じ改善に向けた指導・助⾔を⾏い、管理運営の継続が

適当でない等と認めるときは指定の取消等を⾏う⼀連の仕組みである。 

また、確認・指導内容については公表し、公の施設の設置者としての説明責任を果たす必要がある。

なお、モニタリングは「業務仕様書等」の履⾏を確認するために実施するものであり、指定管理者の経

営そのものを評価することが目的ではない。 

※「業務仕様書等」とは、募集要項、業務仕様書、管理業務説明書、協定書、契約書、応募時の事

業計画書、年度ごとの事業計画書、実地検査等を指す。 

    

Ⅱ モニタリング項目 
 モニタリングの目的を達成するため、次の３項目についてモニタリングを実施する。 

１ 履⾏の確認 

指定管理者が、業務仕様書等に定められた業務を適正に履⾏し、定められた内容を充⾜しているか 

確認する。 

２ サービスの質の確認・評価 

  指定管理者がどの程度の⽔準のサービスを提供しているかについて、入居者アンケート等を実施し

⼊居者満⾜度を評価する。また、指定管理者からの自主事業についても確認・評価する。 

３ サービスの安定性の評価 

  指定管理者の経営状況の悪化等により府営住宅の管理運営に中断が⽣じれば、⼊居者に不利益を及

ぼすため、指定期間中、安定的に管理運営できるか確認し、不安定な場合は必要な措置を講じる。 

 

Ⅲ モニタリングの具体的方法 
 １ 指定管理者が⾏う事項 

（１）日常の業務報告 

指定管理者は日常業務について日誌等で記録し、「業務状況表」(週間)及び「月間業務報告書」

を作成し大阪府(以下、「府」とする。)に提出する。 

   なお、日誌等については、必要に応じて府が確認を⾏うので、常時閲覧できるようにしておく

こと。 

(２) 指定管理者業務評価票等の提出 

①指定管理者業務評価票(様式①) 

指定管理者は、半期ごとに「指定管理者業務評価票」(以下、「業務評価票」とする。)の項

目に基づき自己評価を実施し、その評価を記入した評価票を府に提出する。 

     ※指定管理者指定１年⽬は、四半期(3ヶ月)ごとに評価する。 
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②指定管理者業務評価個票(様式②) 

自己評価においてＢ＋以下があった場合は、「指定管理者業務評価個票」（以下、「業務評

価個票」とする。）に改善方策・改善経過等を記載し府に提出する。 

なお、業務評価個票に記載された項目については、内容が改善されるまで記載すること。 

③提案事項及びサービス向上策に関する実施状況一覧表(様式③) 

事業提案書及び事業計画書により提案している自主事業及びサービス向上策について「提案

事項及びサービス向上策に関する実施状況一覧表」に、その進捗状況を記載し、府に提出する。 

  (３) アンケート調査の実施 

     原則年１回(９月から１０月)及び必要に応じて随時実施する。 

（４）事業計画書及び事業報告書の作成・提出 

指定管理者は、毎年度開始前の２⽉末⽇までに事業計画書、毎年度終了後30日以内に事業報告 

書をそれぞれ作成し府に提出する。 

２ 府が⾏う事項 

（１）定期的な業務履⾏の確認 

府は、指定管理者から月間業務報告書の提出をさせ、当該報告書に必要な事項が記載されてい

るかを確認するとともに、その内容を精査し、必要に応じて指定管理者に資料の追加提出⼜は説

明を求め、指定管理者による管理運営状況を把握する。 

（２）実地検査 

  府は、定期的に⼜は必要に応じて、報告書に基づき、管理運営状況について現地等で直接、ヒ

アリング・⽴ち⼊り検査等を⾏い、直接確認するとともに業務改善の指導等を⾏うこととする。 

 （３）協議・意⾒交換 

府は、必要に応じて、適正かつ効果的な管理運営のため、指定管理者との協議・意⾒交換会の

場として管理運営会議を開催する。 

  (４) 指定管理者業務の評価 

     指定管理者から提出された業務評価票について、指定管理者の⾃⼰評価を確認し、府の評価を

実施する。 

 

Ⅳ モニタリングに基づく評価 
１ 評価の流れ 

  モニタリングの結果を踏まえ６ヶ月毎(指定管理者⼀年⽬については３ヶ⽉毎)に評価を実施する。そ

の手順については①個別評価②総括評価③総合評価、また、毎年度終了後には当該年度の④年間評価を

実施する。 

  さらに、指定管理者指定期間終了後に期間内を通じての⑤指定管理者指定期間全体評価も実施する。 

 

２ 個別評価 【評価者】指定管理者・府 

個別評価については、個別評価の基準に基づき次の３つの視点で評価を実施する。評価する内容(項 
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目)は業務評価票に基づき実施。評価がＢ＋以下となった項目については、業務評価個票を作成し、改

善状況について進捗管理を⾏う。 

 （１）履⾏の確認 

業務仕様書等により定められている業務について、その業務内容が実施されているか確認し評

価する。 

 （２）サービスの質の評価 
⼊居者の満⾜度を評価する。評価内容は、アンケート・ヒアリング調査の実施、管理運営会議

等で府が指摘した問題点、改善点の解決及び改善に向けた取組み状況、サービス水準の向上に寄

与する内容について、確認と評価を⾏う。 

（3）サービスの安定性の評価 

指定管理者による府営住宅の管理運営が継続して実施されるためには、指定管理者の事業収支

及び法人等の経営状況が安定していることが求められることから、指定管理業務に係る収⽀状況

及び指定管理者本体となる法⼈等の経営状況を次の項目により評価する。 

① 事業収支 

指定管理業務全体について、収支が均衡しており安定した管理運営ができているか確認する。 

② 経営状況分析指標 

指定管理業務にかかる収⽀状況について、事業収⽀や⼈件⽐率等の指標を用いて確認する。 

③  法人等の経営状況 

  「指定管理者⾃体の法⼈等の経営状況」について、⾃⼰資本⽐率や流動⽐率等の指標を⽤い

て、「収益性」と「安全性」を確認する。 
 ※②・③の項目については、半期評価するのではなく年間評価とする。 

《個別評価の基準》 

AA（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。 

A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。 

B+(良好(一部

課題あり)) 

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき項目がある。 

○当該課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。 

B（良好(一部

課題あり)） 

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき項目がある。 

○当該課題について指定管理者において解決に向けた取り組みに具体性が乏 

しい。 

B-(良好(一部課

題あり)) 

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき項目がある。 

○当該課題について指定管理者において解決に向けた取り組みに着⼿出来て

いない。 

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が⾒込めない。 
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３ 総括評価 【評価者】指定管理者・府 

   上記２の個別評価の評価結果に基づき、(1)履⾏の確認(2)サービスの質の評価(3)サービスの安定性

の３つの視点で取りまとめ、総括評価の基準により評価する。 
《総括評価の基準》 

AA（優良） ○個別評価が全てＡ以上であり 

○かつＡＡが過半数以上である。 

A（良好） ○個別評価が全てＢ以上であり 

○かつＡ以上が 8割以上（「サービスの質の評価」及び「サービスの安定

性の評価」は 2/3以上）である。（上記以外） 

B(良好(一部課題

あり)) 

○個別評価が全てＢ以上である。（上記以外） 

C（要改善） ○個別評価にＣが含まれる。 

４ 総合評価 【評価者】府 

   上記３の個別評価の評価結果に基づき、総合評価の基準により総合評価をする。必要に応じて評価

内容について府の所⾒を付けることとする。 

《総合評価の基準》 

AA（優良） ○総括評価が全てＡ以上であり 

○かつＡＡが３分の２以上である。 

A（良好） ○総括評価が全てＢ以上であり 

○かつＡ以上が３分の２以上である。（上記以外） 

B(良好(一部課題

あり)) 

○総括評価が全てＢ以上である。（上記以外） 

C（要改善） ○総括評価でＣが含まれる。 

５ 年間評価 【評価者】指定管理者・府 
  年度終了後に、⼀年間を通じた指定管理者の評価を実施する。評価⽅法については、半期毎の評価 

(上記２〜４)と同一とする。 

６ 指定管理者指定期間全体評価 【評価者】指定管理者・府 

  指定管理者指定期間終了後に、期間全体の評価を実施する。評価⽅法については、半期毎の評価 

(上記２〜４)と同一とする。 

 

Ⅴ 指定管理者評価委員会 
  指定管理者による府営住宅の管理運営状況の評価について、より客観性を⾼めるため、指定管理者評

価委員会による調査審議及び事業評価を⾏う。 

具体的には、指定管理者評価委員会は、府から半期毎及び年度ごとの指定管理者及び府の評価につい

て報告を受けて、その内容について調査審議並びに事業評価及び提言を⾏う。 
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Ⅵ  モニタリングによる改善指示等 
１ 改善指示等 

府は、モニタリング等の結果により業務仕様書等の内容どおり実施していないと確認した場合、

指定管理者に対して改善するよう指導し、指導してもなお改善しない場合については「改善指示書」

を通じて指定管理者に対する改善指⽰を⾏う。改善指⽰を受けた指定管理者は、指⽰項⽬の対応策

を「改善計画書」として取りまとめ府へ報告し、改善に全⼒で取り組まなければならない。 

２ 指定の取消し等 

指定管理者が府の再三の指導・改善の指示に対して従わない場合、府は指定管理者の指定取消し

又は期間を定めて業務の全部⼜は⼀部の停⽌を⾏う。 

 

Ⅶ  その他 
１ 評価結果の公表 

指定管理業務に関する評価については、評価委員会開催後に府のホームページへの掲載などの  

方法により公表する。 

 

 

 



 - 8 -

（様式①）     平成○○年度 指定管理者業務評価票（上半期・下半期・年間） 

 

提出日  平成 年 月 日 

 

【指定管理者】所管課             担当者：       

【大 阪 府】所管課             担当者：       
施設名  

指定管理者名  
指定期間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日（  年  か月） 

 
 評価項目 評 価 内 容 評価 備

考 管理者 大阪府 

Ⅰ 履行の確認 

 人員体制 事業計画、業務仕様書に即し、人員を過不足無く配置してい
る。（管理責任者、管理事務所職員、巡回管理員） 

  
 
 

業務仕様書に即し、研修（人権研修、個人情報保護）等を実
施している。 

  

必要な資格（１級又は２級建築士）を有する人員が確保され
ている。 

  

外部委託 
 

外部委託の内容は、事前に府の承認を受けており、適切であ
る。 

  

外部委託業者に対して協定書等を遵守させている。 
 

  

法令等遵守 法令、条例等に基づき、必要な点検、報告等を行っている。 
 

  

個人情報保
護 

個人情報の漏洩、滅失、他の用途への流用等の事故防止対策
を講じている。 

  

緊急対応 事故、災害等の緊急時の連絡体制が確保されている。 
 

  

緊急時のマニュアルが整備され、周知徹底されている。 
 

  

府営住宅管
理ｼｽﾃﾑの運
用 

ｼｽﾃﾑを運用する者を定め、事前に府に報告している。 
 

  

個人情報保護に留意してｼｽﾃﾑを運用している。 
 

  

実施状況の
確認 

月間業務報告書を府に提出している。及び、業務日誌等を適
切に整備、保管している。 

  

業務仕様書等に定める業務の実施体制は確保されている。 
検討会議、委員会等へ出席し、必要な資料等を提供している。 

  

【業務仕様書、管理業務説明書に即し、下記の業務を行っているか。】 

募集事務 募集事務を行っている。 
 

  

入居事務を行っている。 
 

  

入居者の退去事務を行っている。 
 

  

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務 

府営住宅に係る許認可を行っている。 
 

  

入居者の維持保管義務について注意を払い、実態把握に努め
ている。 

  

その他の管理業務（休日・夜間等の緊急連絡・処理体制の整
備、火災・単身死亡に係る処理等）を行っている。 

  

家賃等の収
納に関する
業務 

調定手続きを行っている。 
 

  

家賃等の収納事務を行っている。 
 

  

家賃等の滞納整理を行っている。 
 

  

入居者の収入額認定等の事務補助を行っている。 
 

  

家賃変更（収入更正）等事務補助を行っている。 
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評価項目 
 

評 価 内 容 評価 備
考 管理者 大阪府 

施設管理に
関する業務 

施設の維持修繕に関する業務を行っている。 
 

  
 

施設の保守点検に関する業務を行っている。 
 

  

周辺地域への電波障害対策施設の管理を行っている。 
 

  

新築住宅引継ぎ業務を行っている。 
 

  

施設管理にかかるデータ整理業務を行っている。 
 

  

高齢者向け改善事業等の実施に関する業務を行っている。 
 

  

駐車場の管
理運営に関
する業務 

入居者への利用承認業務を行っている。 
 

  

駐車場の空き区画の一般開放（外部開放）業務を行っている。 
 

  

駐車場に関するその他業務（施設の維持管理、車庫証明の発
行、迷惑駐車の取締り等）を行っている。 

  

用地管理に
関する業務 

土地の管理に関する業務を行っている。 
 

  

各種申請手続きに係る補助業務を行っている。 
 

  

各種許可書等の交付に係る業務を行っている。 
 

  

《１．総括》 履行の確認（業務の実施状況）に関する評価 
 

  

Ⅱ サービスの質の評価 

 入居者満足

度 

入居者、自治会へのアンケート・ヒアリング調査を実施し、

その結果は妥当である。 
  

 

業務改善 管理運営会議等で府から指摘された問題点・改善点の解決・

改善に積極的に取り組み、その結果は妥当である。 
  

自主事業内

容の質） 

事業計画書に即し、自主事業が適切に実施され、サービス水

準の向上に寄与している。 
  

《２．総括》 サービスの質の評価 

 
  

Ⅲ サービスの安定性の評価 

 事業収支 収支計画書と比較して、収支状況は妥当であるかを判断する。 

 
  

 

経営状況分

析指標 

経営状況分析指標を用いて、管理運営の効率性・安定性の確

認を行う。 
  

法人等の経

営状況 

経営分析指標を用いて、法人の「収益性」と「安定性」の確

認を行う。（過去３年間の決算状況により判断する。） 
  

《３．総括》 サービスの安定性の評価 

 
  

特 記 事 項 

（成果、課題等） 
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（様式②） 

平成○○年度 指定管理者業務評価個票 

 

提出日  平成 年 月 日 

 

【指定管理者】所管課             担当者：       

【大 阪 府】所管課             担当者：       

施設名  

指定管理者名  

指定期間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日（  年  か月） 

 
(様式①)指定管理者業務評価票において、評価がＢ＋以下の項目について記載すること。 
※前回の評価において、記載した項目についても課題が改善するまで記載すること。 

 
評価項目 管理内容における課題及び改善内容 評価 備

考 管理者 大阪府 

   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

前回から継続している内容 

  

 

 

 

(Ｈ 年度   期評価分) 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

(Ｈ 年度   期評価分) 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

(Ｈ 年度   期評価分) 

 

 

 

 

 

  

特 記 事 項 

（成果、課題等） 
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（様式③）                             

 

平成○○年度 提案事項及びサービス向上策に関する実施状況一覧表 

 

提出日  平成 年 月 日 

 

【指定管理者】所管課             担当者：       

【大 阪 府】所管課             担当者：       
施設名  

指定管理者名  

指定期間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日（  年  か月） 

 
提案項目 実施予定内容 対応状況等 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
※ 対応状況欄に、「実施中：○」、「一部実施：□」、「対応不可：△」を付すること。 
※ 「提案項目」、「実施予定内容」欄は、事業計画書に合わせて記載すること。 

 ※ 「対応状況等」は、府と協議を行い事業報告書に合わせて提出すること。 
 
 

 

 


